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平成２７年第５回上天草市議会定例会会議録 

平成２７年１１月３０日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

議 場 

１．議事日程（第１日目） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 認定第 １号 平成２６年度上天草市歳入歳出決算の認定について 

 日程第 ６ 認定第 ２号 平成２６年度上天草市水道事業会計決算の認定について 

 日程第 ７ 認定第 ３号 平成２６年度上天草市立上天草総合病院事業会計決算の認定につ

いて 

 日程第 ８ 承認第１５号 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

 日程第 ９ 議案第６０号 公益的法人等への上天草市職員の派遣等に関する条例の制定につ

いて 

 日程第１０ 議案第６１号 上天草市防災対策推進条例の制定について 

 日程第１１ 議案第６２号 上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１２ 議案第６３号 上天草市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の制定について 

 日程第１３ 議案第６４号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１４ 議案第６５号 上天草市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１５ 議案第６６号 上天草市立上天草総合病院使用料等徴収条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第１６ 議案第６７号 平成２７年度上天草市一般会計補正予算（第８号） 

 日程第１７ 議案第６８号 平成２７年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第２号） 

 日程第１８ 議案第６９号 平成２７年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号） 

 日程第１９ 議案第７０号 平成２７年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第２０ 議案第７１号 平成２７年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

 日程第２１ 議案第７２号 平成２７年度上天草市水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第２２ 議案第７３号 あらたに生じた土地の確認について（阿村港区） 
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 日程第２３ 議案第７４号 字の区域の変更について（阿村港区） 

 日程第２４ 議案第７５号 あらたに生じた土地の確認について（二間戸港区） 

 日程第２５ 議案第７６号 字の区域の変更について（二間戸港区） 

 日程第２６ 議案第７７号 指定管理者の指定について（上天草物産館さんぱーる） 

 日程第２７ 議案第７８号 指定管理者の指定について（上地区荷さばき所及び中地区荷さば

き所） 

 日程第２８ 議案第７９号 指定管理者の指定について（上天草市樋合海水浴場休憩施設「海

の家」） 

 日程第２９ 議案第８０号 指定管理者の指定について（上天草市龍ケ岳山頂自然公園及び上

天草市「ミューイ」天文台） 

 日程第３０ 議案第８１号 指定管理者の指定について（上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草

市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園） 

 日程第３１ 議案第８２号 指定管理者の指定について（上天草市大矢野総合スポーツ公園） 

 日程第３２ 議案第８３号 指定管理者の指定について（上天草市松島総合運動公園） 

                                             

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。（１６名） 

   議長 田中 勝毅 

   １番 何川  誠    ２番 嶋元 秀司    ３番 切通 英博 

   ４番 塩田 真一    ５番 何川 雅彦    ６番 宮下 昌子 

   ７番 西本 輝幸    ８番 髙橋  健    ９番 小西 涼司 

  １０番 北垣  潮   １１番 島田 光久   １４番 園田 一博 

  １５番 桑原 千知   １６番 渡辺 勝也   １７番 津留 和子 

                                             

 

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（０名） 

   な し 

                                             

 

４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

 市 長  堀江 隆臣   教 育 長  藤本 敏明 

 総 務 企 画 部 長  川端 義孝   市 民 生 活 部 長  緒方 雅文 

 建 設 部 長  澤村 弘史   経 済 振 興 部 長  村川 和敬 

 教 育 部 長  舛本 伸弘   健 康 福 祉 部 長  野﨑 秀満 

 上天草総合病院事務部長  松本 精史   総 務 課 長  和田 好正 
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 財 政 課 長  坂田 結二   会 計 管 理 者  木本 昌亮 

 水 道 局 長  藤島 幸治 

                                             

 

５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  山下  正   局 長 補 佐  海崎 竜也 

 主 事  木本 臣英 

                                             

 

開会  午前１０時００分 

○議長（田中 勝毅君） おはようございます。 

 出席議員が定足数に達しておりますので、これより平成２７年第５回上天草市議会定例会を開

会いたします。 

 報道機関から撮影の申し出がありましたので、これを会議冒頭のみ許可します。 

 それでは会議に入ります。 

 本日の議事日程はお手元に配付してあるとおりです。 

                                             

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（田中 勝毅君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員に１番、何川誠君、２番、嶋元秀司君を指名いたします。 

                                             

 

   日程第２ 会期の決定 

○議長（田中 勝毅君） 日程第２、会期の決定については、去る１１月２日及び１１月２０日

に議会運営委員会が開催され、会期日程などについて協議されておりますので、議会運営委員

長からの報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（何川 雅彦君） おはようございます。 

 平成２７年第５回上天草市議会定例会に当たり、１１月２日と１１月２０日に委員会を開催し、

調査、審査いたしましたので、その結果について御報告申し上げます。 

 会期日程につきましては、配付しております定例会日程表のとおり、本日１１月３０日が開会、

提案理由説明、１２月４日が議案質疑及び委員会付託、７日、８日の２日間一般質問を行います。 

 常任委員会は９日、１０日、１１日の３日間開催することとし、１７日を最終日として委員長

報告、採決、閉会することに決定いたしました。 
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 今期定例会に付議されます議案等は２５件、その内訳は市長提出議案２４件、専決承認１件で

す。 

 この定例会に付議されます議案等の取り扱いにつきましては、付託委員会及び議事日程等を慎

重に審議し、全議案を本会議へ上程することと決定いたしました。 

 最後に、閉会中の継続審査及び調査の申し出を行うことを決定しましたことを御報告申し上げ、

委員長報告を終わります。 

○議長（田中 勝毅君） それでは、お諮りします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定したいと思いますが、御異議ございませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 勝毅君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、委員長報告のとおり１８日間と決定しました。 

                                             

 

   日程第３ 諸般の報告 

○議長（田中 勝毅君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 平成２７年７月分から９月分の例月出納検査結果報告書が監査委員から提出され、議会事務局

に保管しております。必要な方は御閲覧をお願いします。 

 次に、去る１０月８日、第２５９回熊本県市議会議長会が玉名市において開催され、津留副議

長とともに出席いたしました。今回の市議会議長会では、議長、副議長の紹介の後、会務報告と

予算案の審議が行われ、異議なく了承いたしました。 

 次に、１１月１３日、全国過疎地域自立促進連盟第１２７回理事会と第４６回定期総会が東京

メルパルクホールにおいて開催され、出席いたしましたので報告いたします。 

 議案審議では、任期満了に伴う役員の承認及び選任について、平成２８年度過疎対策関係政府

予算・施策に関する決議、要望についてなど、３議案について原案のとおり可決され、国に強く

要望していくことを決定して、閉会いたしました。なお、私も理事として再任されました。 

 次に、１１月２５日、全国市議会議長会第１１回、国と地方の協議の場等に関する特別委員会

が全国都市会館において開催され、出席いたしましたので御報告いたします。国と地方の協議の

場等の動向についての報告があり、対応方針、今後の運営について協議し、いずれも原案のとお

り決定しました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

                                             

 

   日程第４ 行政報告 

○議長（田中 勝毅君） 日程第４、行政報告。 

 市長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 
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 堀江市長。 

○市長（堀江 隆臣君） おはようございます。 

 平成２７年第５回定例市議会の開催に当たり、本年１０月以降の行政の主な取り組みについて、

その概要を御報告いたします。 

 初めに、総務企画部門について御報告いたします。 

 去る１１月８日、大雨による土砂災害を想定した上天草市総合防災訓練を実施いたしました。

陸上自衛隊第８特科連隊、熊本海上保安部、天草広域連合消防本部、上天草警察署、消防団など、

多くの防災関係機関と連携し、警報等情報伝達、住民等避難、捜索、救助、患者搬送、市職員参

集、災害対策本部運営などの訓練を実施したところでございます。訓練には、自主防災会を初め、

上天草市社会福祉協議会、大矢野中学校にも協力をいただき、避難行動や災害ボランティア設置

訓練を行いました。今回の訓練での課題等を検証し、災害に対する市民の意識高揚を図るととも

に、関係機関との連携を図りながら、防災対策に取り組んでまいります。 

 次に、姫戸統括所の新築工事につきましては、去る１１月４日に関係者御列席のもと、安全祈

願祭が厳かに挙行されました。本工事については、平成２８年７月の竣工を目指し、工事を進め

てまいります。 

 なお、当日は、議員の皆様方を初め、地元区長、並びに関係者の方々に御臨席を賜りまして、

心より感謝を申し上げます。 

 次に、人口減少の緩和や新たな人の流れによる地域コミュニティの活性化を目的とした移住促

進事業の一環として、平成２７年１０月２４日及び２５日に東京で開催された熊本県移住相談会

に参加いたしました。 

 相談会に来場された移住希望者は、若い子育て世代から高齢者までと幅広く、中でも子育て世

代の移住希望者からは多くの質問等が寄せられました。当相談会を通じまして、移住希望者が抱

く不安や疑問の解消が図られ、本市へのさらなる移住促進に結びつくことが期待されるため、今

後も当相談会への参加や、その他の移住促進施策に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、ふるさと応援寄附金につきまして、１１月２日から御礼品として上天草市特産の農林水

産物、加工品、宿泊券、観光クーポン券等の贈呈を開始するとともに、インターネット「さとふ

る」を利用し、寄附の手続が２４時間可能となるサービスを開始いたしました。 

 これらの取り組みにより、１１月２日以降の寄附金の申し込みが大きく伸びたことから、１１

月２６日現在の数字でございますが、３０６件、約1,444万円となり、前年度の３８件、882万

7,080円を大きく上回っているところでございます。 

 今後も本市の魅力を全国に発信しながら、本市の応援団になっていただけますよう、取り組み

を推進してまいります。 

 続きまして、経済振興部門について御報告いたします。 

 平成２７年９月に日産自動車株式会社から、各都道府県に電気自動車２台を無償貸与する電気

自動車活用事例創発事業が発表されました。本事業は、よりよいまちづくりや行政課題の解決等
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の一助となる活用方法を考案する自治体等に、電気自動車を３年間、無償貸与するものでござい

ます。 

 本市におきましては、道の駅上天草さんぱーるの管理者である上天草さんぱーる株式会社を使

用者として申請いたしましたところ、１１月１０日に日産自動車株式会社から当選の内示をいた

だきました。 

 今後は、上天草さんぱーる株式会社において、県内での出張販売イベント等に電気自動車を活

用することとしており、上天草の産品のさらなる認知度向上を図りつつ、この情報をホームペー

ジ等に広く周知することで、環境にも優しい都市としてのＰＲを行ってまいりたいと考えている

ところでございます。 

 次に、上天草物産館さんぱーる開業１５周年と、ことし４月の道の駅登録にちなみ、道の駅登

録・さんぱーる１５周年記念創業祭を１１月１５日、上天草物産館さんぱーるで開催いたしまし

た。 

 当日は、さんぱーる発展のためにこれまで御尽力いただきました出荷協議会の歴代会長５人の

方々の功労表彰を行った後、上小学校児童及び上天草慈秀による、ヨサコイ踊りの披露、地元生

産者等による対面販売、お楽しみ抽選会など、さまざまな催しを行い、盛況のうちに終了いたし

ました。 

 なお、さんぱーるの道の駅登録後、６月の豪雨の影響により一時来客数が減少しましたが、

１０月末時点では、昨年度比９,０００人も増加しており、道の駅登録の効果が徐々にあらわれ

てきているところでございます。 

 次に、１０月２９日から１０月３１日までの３日間、韓国済州島で開催された済州オルレフェ

スティバル２０１５におきまして、ブースを出店し、本市の観光ＰＲと韓国からの誘客拡大に向

けたプロモーションを実施しました。 

 これは、インバウンド対策として実施したもので、地元テレビ局から取材を受けるなど、本市

の取り組みやオルレコースの魅力を発信することができました。 

 今後は、熊本県と観光客の増加が見込まれる台湾や香港に対してのプロモーションにも取り組

んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、健康福祉部門について御報告いたします。 

 消費税の引き上げに伴い、低所得者への影響等を緩和するため、昨年度に引き続き実施するこ

ととなりました臨時福祉給付金につきましては、現在、申請受け付けを実施しておりますが、

１０月末までに４,２９２人に給付を行いました。 

 また、子育て世帯への影響を緩和するため、同様に実施することとなった子育て世帯臨時特例

給付金についても、３,１０７人に給付しました。 

 なお、子育て世帯に対しましては、児童一人につき5,000円の子育て応援券を約３,１００人に

交付し、子育て支援並びに地元消費の喚起をしたところでございます。 

 次に、介護保険事業に関してですが、第６期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス
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事業所の開設を希望する事業者の公募を行った結果、龍ヶ岳圏域で認知症対応型共同生活介護施

設、通称グループホームに応募された事業者が承認され、年度内の完成を見込んでいるところで

ございます。 

 次に、平成２７年度新設された在宅医療・介護連携事業につきましては、上天草市在宅医療・

介護連携推進協議会の主催で、１１月２５日に１回目の講演会を開催したところでございます。 

 また、介護予防・日常生活支援総合事業に関しましては、四つの圏域に７名のコーディネー

ターを配置し、活動を開始しました。関係者による定期的な会議を重ねており、平成２９年４月

からの施行に向けて準備を進めているところでございます。 

 続きまして、教育部門について御報告いたします。 

 １０月２８日に、全国へき地教育研究大会熊本大会の分科会並びに九州地区へき地・小規模教

育研究大会熊本大会、そして、熊本県小中へき地・小規模教育研究大会を維和小学校、維和中学

校を会場に開催しました。 

 また、維和小学校児童が、遠くは青森県など日本全国からの参加者約１５０名を歓迎し、千束

雨乞いドラ太鼓を披露いたしました。 

 次に、１０月２４日に第１回上天草市学童スポーツフェスティバルを開催しました。 

 これは、これまで別々に行っていた学童のバスケットボール大会、サッカー大会、女子バレー

ボール大会を同日に行ったもので、松島総合運動公園陸上競技場等を会場に、市内１０校の児童

３０７人が熱戦を繰り広げました。 

 以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（田中 勝毅君） これで行政報告は終わりました。 

                                             

 

   日程第５ 認定第１号 平成２６年度上天草市歳入歳出決算の認定について 

   日程第６ 認定第２号 平成２６年度上天草市水道事業会計決算の認定について 

   日程第７ 認定第３号 平成２６年度上天草市立上天草総合病院事業会計決算の認定につ

いて 

○議長（田中 勝毅君） 日程第５、認定第１号から日程第７、認定第３号までの以上３件を一

括議題といたします。 

 ９月の第４回定例会において、決算特別委員会に付託し、継続審議となっておりました認定第

１号から認定第３号までの決算認定３件について、審査の経過並びに結果について報告を求めま

す。 

 決算特別委員長、切通英博君。 

○決算特別委員長（切通 英博君） 皆さん、おはようございます。 

 決算特別委員長報告を行います。 

 決算特別委員会に付託されました、平成２６年度上天草市歳入歳出決算、平成２６年度上天草
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市水道事業決算及び平成２６年度上天草市立上天草総合病院決算についての審査に当たるため、

１０月２０日から２２日までの３日間、当委員会を開催しましたので、その経過並びに結果を御

報告申し上げます。 

 まず、認定第１号、平成２６年度上天草市歳入歳出決算の総括概要について財政課長から、本

市の財政は、市税全体で23億7,000円に対し、普通交付税と特別交付税を合わせた地方交付税は

85億476万7,000円であり、自主財源が少ない状況である。今後も、歳入の適切な確保と拡充に努

め、歳出では一層の経常経費削減を進め、財政の安定確保を図り、各年度の事業については、国、

県の動向を注視するとともに、経済情勢、財政状況等に応じた予算編成と予算執行を心がけてま

いりたいと総括がありました。 

 委員から、平成２６年度決算において自主財源が増加している主な理由は何が考えられるかと

質疑があり、財政課長から、自主財源が増加した理由としては、市債の繰り上げ償還財源に充当

するための減債基金から繰り入れたこと、平成２５年度からの余剰金、繰越金及び税の徴収率の

増加等が考えられると答弁がありました。 

 この答弁に対して、委員から、今後の自主財源の推移はどのようになるのか、今後の自主財源

の比率はどの程度を目標にしているのかとの質疑があり、財政課長から、これまでの自主財源比

率の推移を勘案すると、今後の自主財源比率については、２０％前後で推移するものと考えられ

るとの答弁がありました。 

 それでは、認定第１号、平成２６年度上天草市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員会

での主な質疑内容や意見等の要点を部局ごとに報告させていただきます。 

 議会事務局所管、監査委員会事務局所管、選挙管理委員会所管、会計課所管、農業委員会所管

については、事務局長及び課長から主要施策成果説明書及び決算書により説明がなされ、慎重に

審査を行い、起立採決の結果、認定することに決定しました。 

 次に、総務企画部所管について、委員から、乗合タクシーについて、利用方法に変更があった

が、利用状況及び今後、路線を拡大する可能性について伺いたいと質疑があり、企画政策課長か

ら、平成２５年度の利用者は８,７１８人、平成２６年度の利用者は７,４４６人となっている。

今後、路線を拡大する必要がある場合は、上天草市生活ネットワーク計画に基づき決定する必要

があるとともに、事業者との協議、財政負担等を勘案しながら検討することになると答弁があり

ました。 

 また、委員から、住民自治活動交付金について、自治活動を活発にするためには、各行政区に

おいてさまざまな活動を行う必要があると思うが、その活動に対して、別枠で措置する交付金は

現在の制度でもあるのかと質疑があり、総務課長から、現在のところ、世帯をベースとして基本

的交付金の計算を行っているため、別枠で加算する制度は検討していない。今後の上天草市の予

算執行及び財政計画の中で検討すべきものと考えていると答弁がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定しました。 
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 次に、健康福祉部所管の一般会計歳入歳出決算の認定について、委員から、生活保護費の扶助

費について、前年度から増加しているが、今後の推移についてどのように分析しているかと質疑

があり、福祉課長から、生活保護扶助費の増加の要因としては、がん治療による入院等、高額医

療を伴うケースの増加による医療扶助費の増加が挙げられる。今後の推移については、前年度と

比較して、申請件数、保護率等も減少していることから、本年度は前年度と比較して5,800万円

程度の減額を見込んでいると答弁がありました。 

 また、委員から、緊急通報端末機について、設置待機者がいると思うが、どのような対策を

とっているのかと質疑があり、高齢者ふれあい課長から、ここ数年、年間７０台ほどの緊急通報

端末機を購入するとともに、端末機の修理も行い、可能な限り迅速に設置することで待機者の解

消に努めていると答弁がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定しました。 

 次に、市民生活部所管の一般会計歳入歳出決算の認定について、委員から、住宅用太陽光発電

システムの設置費補助金について、当初予算に対して不用額が発生しているが、何が要因と考え

られるか、また、今後の予算額についてはどのように推移すると考えられるかと質疑があり、環

境衛生課長から、不用額が発生した要因としては、再生可能エネルギー発電設備設置申し込みに

対する九州電力からの回答保留が考えられる。また、今後の予算額については、接続申し込みに

関して見通しが不透明な部分も多いため、情報収集等を行い、総合的に検討する必要があると答

弁がありました。 

 委員から、税収について、徴収率が上昇しているが、今後の徴収率の目標はどのように設定し

ているかと質疑があり、税務課長から、徴収率の目標値については、熊本県が策定している個人

県民税徴収計画に合わせて設定しており、平成２８年度の目標値は、現年度分及び滞納繰り越し

分の徴収率を９０.４％と設定していると答弁がありました。 

 また、委員から、不納欠損に対する今後の対策、今後の推移について伺いたいと質疑があり、

税務課長から、地方税法第１８条等の規定に基づき、法定納付期限内等の翌月から５年経過して

も徴収権が消滅しないよう、差し押さえ等による時効の中断に努めている。また、不納欠損額に

ついては、平成２８年度においては1,682万7,000円を見込んでおり、時効の中断等に努めること

で、さらに減額が見込まれると答弁がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定しました。 

 次に、経済振興部所管の一般会計歳入歳出決算の認定について、委員から、新・地域再生マ

ネージャー事業業務委託料について、成果及び今後の計画はどのようになっているかと質疑があ

り、産業雇用創出課長から、本事業で取り組んだ地中海イメージ創出による観光再生、オリーブ、

ナマコ産業振興については、民間事業者における地中海イメージ創出による観光振興に向けた機

運醸成が図られるとともに、オリーブ公園等の観光施設の整備につながったと答弁がありました。 



- 10 - 

 この答弁に対し委員から、本事業は今後も引き続き継続されるのかとの質疑に対し、産業雇用

創出課長から、市内観光事業者を中心に上天草アグリジェント姉妹都市促進協議会が設立されて

いる。この協議会における交流の状況及び機運醸成を見守りながら、友好協定の締結を視野に入

れた協議を進めてまいりたいと答弁がありました。 

 また、有害鳥獣捕獲器について、大型捕獲器でのイノシシの捕獲状況はどのようになっている

のかと質疑があり、農林水産課長から、大型捕獲器は２基設置しており、これまで４頭の捕獲に

とどまっている。今後については、猟友会の意見や協力等を得ながら、設置箇所、管理、設備整

備方法等も含めて検討を行い、有効活用してまいりたいと答弁がありました。 

 このほかにも委員から出された多くの質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、

認定することに決定いたしました。 

 次に、建設部所管の一般会計歳入歳出決算の認定について、委員から、景観計画策定業務委託

料について、現在の状況はどのようになっているか、また、景観条例の策定を行う予定はあるの

かと質疑があり、都市整備課長から、計画区域は市内全域を予定しており、重要な地域として位

置づけている景観形成地域を大矢野町及び松島町の一部としている。景観条例制定については、

現在、検討していると答弁がありました。 

 また、委員から、市営住宅の使用料について、滞納が約920万円あるが、滞納の状況について

伺いたいと質疑があり、都市整備課長から、滞納状況については、現年度分約190万円、過年度

分約900万円となっており、一番大きな滞納者は約200万円となっていると答弁がありました。 

 この答弁に対して委員から、可能な限り早く回収をしていただき、今後、このようなことがな

いようにしていただきたいと意見がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定しました。 

 次に、教育部所管の一般会計歳入歳出決算の認定について、委員から、いじめ問題アドバイ

ザーについて、市内の小中学校における不登校生徒数及び不登校については改善されているのか

伺いたいと質疑があり、学務課長から、不登校生徒数は、平成２６年度末現在で１９名となって

おり、平成２５年度と比較して２名減少していると答弁がありました。 

 この答弁に対して委員から、不登校対策については、個別に対応する必要があると思うが、個

別の対応策は教育委員会で指導は行っているのかと質疑があり、学務課長から、いじめ問題アド

バイザーを窓口として、学校等と連携して不登校生徒の改善に努めていると答弁がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定しました。 

 次に、国民健康保険特別会計（事業勘定）決算について、委員から、特定健診受診率は低い水

準であるが、特定健診受診率の向上のために、特定健診項目における通院等の検査で不足する項

目について検査することで、特定健診と見なすことはできないのかと質疑があり、保健課長から、

通院時に検査をした項目以外において、特定健診に不足する検査項目を追加することで、特定健
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診にカウントできる可能性がある。これについては、天草郡市の医師会にも相談し、次年度から

開始できるように準備を進めていると答弁がありました。 

 この答弁に対して委員から、特定健診受診率が向上するよう、住民に対しても十分周知を行い、

取り組んでいただきたいとの意見がありました。 

 以上のような慎重審査を行い、起立採決の結果、異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、診療所特別会計決算についてですが、総括概要、主要施策成果説明書及び決算書により

説明がなされ、慎重に審査を行い、起立採決の結果、異議なく認定すべきものと決定しました。 

 介護保険特別会計決算について、委員から、平成２６年度においては、居宅介護サービスに移

行しているように思われるが、課として何か取り組まれたことはあったのかとの質疑があり、高

齢者ふれあい課長から、地域密着型介護サービスができたことで、これまで施設介護サービスの

内容の一部が地域密着型介護サービスに移ったことが要因と考えられると答弁がありました。 

 これに対して委員から、平成２６年度の現状の分析を行っていただき、平成２８年度に生かし

ていただきたいと意見がありました。 

 以上のような慎重審査を行い、起立採決の結果、異議なく認定するべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、斎場特別会計決算についてですが、総括概要、主要施策成果説明書及び決算書により説

明がなされ、慎重に審査を行い、起立採決の結果、異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、天草四郎メモリアルホール特別会計決算について、部長及び課長から、総括概要、取り

組み状況、主要事業内容の説明がなされ、慎重に審査を行い、起立採決の結果、認定することに

決定いたしました。 

 次に、公共下水道事業特別会計決算について、委員から、管路の長寿命化計画を進めていると

ころと思うが、現在の計画の状況はどのようになっているのかと質疑があり、都市整備課長から、

今後の建設計画等を検討しているところで、現在は企業会計への移行を進めており、今後も住民

サービスを落とさず、下水道運営を行ってまいりたいと答弁がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定いたしました。 

 次に、物揚場造成事業特別会計決算については、部長及び課長から、総括概要、取り組み状況、

主要事業内容の説明がなされ、慎重に審査を行い、起立採決の結果、認定することに決定いたし

ました。 

 後期高齢者医療特別会計決算につきましては、慎重に審査を行い、起立採決の結果、いずれも

異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、電気事業特別会計決算について、委員から、単年度収支が赤字になっているが、これは

想定内のことだったのかと質疑があり、監理課長から、当初は通電時期を９月に予定していたが、

施設の設置及び通電時期がずれ込んだことにより赤字が発生した。また、試算したところ、月85

万円程度利益が上がると想定していると答弁がありました。 
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 このほかにも委員から出された質疑や意見、要望について審査を行い、起立採決の結果、認定

することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号、平成２６年度上天草市水道事業会計歳入歳出決算について、委員から、現

在の上天草・宇城水道企業団との契約水量は変更できないと聞いたが、給水人口減少による余剰

分の取り扱いについてはどのように考えているかと質疑があり、水道局長から、給水人口の減少

による使用料の減少は避けられないと考えている。状況を見ながら、的確な事業運営に努めてま

いりたいと答弁がありました。 

 この答弁に対して委員から、水道料金については、なるべく上げないように検討していただき

たいと要望がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見等について審査を行い、起立採決の結果、異議なく

認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、認定第３号、平成２６年度上天草市立上天草総合病院事業会計決算について、委員から、

人間ドックの受診者数が増加しているが、増加要因は何が考えられるかと質疑があり、病院事務

部長から、増加要因としては、公立学校共済組合及び一般からの受診者数が増加したことが挙げ

られる。また、平成２６年度から、子宮がん、乳がん検診について、無料対象者以外の方も個別

検診が受けられるようになったことも要因と考えられると答弁がありました。 

 この答弁を受け委員から、今後はさらに現状の分析を行い、受診者数の増加に取り組んでいた

だきたいとの意見がありました。 

 このほかにも委員から出された質疑や意見等について審査を行い、起立採決の結果、異議なく

認定すべきものと決定しました。 

 以上が、決算特別委員会で審査した内容であります。本委員会審査を通じて、委員各位から述

べられた指摘や意見、要望事項については、今後の行政執行及び予算編成に当たり、十分に反映

していただくよう要望いたしまして、委員長報告を終わります。 

 各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（田中 勝毅君） ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。 

[｢質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 勝毅君） なければ質疑は終わります。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

[｢討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田中 勝毅君） なければ討論を終わります。 

 ただいま、委員長より報告がありました案件について順次採決をいたします。 

 まず、認定第１号、平成２６年度上天草市歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。こ

の決算に対する委員長報告は認定とするものです。この決算は、委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（田中 勝毅君） 起立多数です。よって、平成２６年度上天草市歳入歳出決算について

は認定することに決定しました。 

 次に、認定第２号、平成２６年度上天草市水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。

この決算に対する委員長報告は認定とするものです。この決算は、委員長報告のとおり認定する

ことに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（田中 勝毅君） 起立多数です。よって、平成２６年度上天草市水道事業会計決算につ

いては認定することに決定しました。 

 次に、認定第３号、平成２６年度上天草市立上天草総合病院事業会計決算の認定についてを採

決いたします。この決算に対する委員長報告は認定とするものです。この決算は、委員長報告の

とおり認定することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（田中 勝毅君） 起立多数です。よって、平成２６年度上天草市立上天草総合病院事業

会計決算については認定することに決定しました。 

                                             

 

   日程第 ８ 承認第１５号 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

   日程第 ９ 議案第６０号 公益的法人等への上天草市職員の派遣等に関する条例の制定

について 

   日程第１０ 議案第６１号 上天草市防災対策推進条例の制定について 

   日程第１１ 議案第６２号 上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第１２ 議案第６３号 上天草市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の制定について 

   日程第１３ 議案第６４号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第１４ 議案第６５号 上天草市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

   日程第１５ 議案第６６号 上天草市立上天草総合病院使用料等徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   日程第１６ 議案第６７号 平成２７年度上天草市一般会計補正予算（第８号） 

   日程第１７ 議案第６８号 平成２７年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号） 

   日程第１８ 議案第６９号 平成２７年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号） 

   日程第１９ 議案第７０号 平成２７年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第４号） 
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   日程第２０ 議案第７１号 平成２７年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

   日程第２１ 議案第７２号 平成２７年度上天草市水道事業会計補正予算（第２号） 

   日程第２２ 議案第７３号 あらたに生じた土地の確認について（阿村港区） 

   日程第２３ 議案第７４号 字の区域の変更について（阿村港区） 

   日程第２４ 議案第７５号 あらたに生じた土地の確認について（二間戸港区） 

   日程第２５ 議案第７６号 字の区域の変更について（二間戸港区） 

   日程第２６ 議案第７７号 指定管理者の指定について（上天草物産館さんぱーる） 

   日程第２７ 議案第７８号 指定管理者の指定について（上地区荷さばき所及び中地区荷

さばき所） 

   日程第２８ 議案第７９号 指定管理者の指定について（上天草市樋合海水浴場休憩施設

「海の家」） 

   日程第２９ 議案第８０号 指定管理者の指定について（上天草市龍ケ岳山頂自然公園及

び上天草市「ミューイ」天文台） 

   日程第３０ 議案第８１号 指定管理者の指定について（上天草市姫戸白嶽森林公園、上

天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園） 

   日程第３１ 議案第８２号 指定管理者の指定について（上天草市大矢野総合スポーツ公

園） 

   日程第３２ 議案第８３号 指定管理者の指定について（上天草市松島総合運動公園） 

○議長（田中 勝毅君） 日程第８、承認第１５号から日程第３２、議案第８３号までの以上２５

件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 堀江市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 平成２７年第５回上天草市議会定例会に提案します議案について御説

明いたします。 

 今定例会には、専決処分の報告並びにその承認を求めることについての専決処分の承認を求め

る議案１件、公益的法人等への上天草市職員の派遣等に関する条例の制定についてなど条例議案

を７件、平成２７年度上天草市一般会計補正予算（第８号）など予算議案６件、あらたに生じた

土地の確認についてなどその他議案１１件、計２５件を提出いたします。 

 各議案の詳しい内容につきましては所管部長より説明いたしますので、議員の皆様におかれま

しては、御審議いただきまして、御承認賜りますようお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、執行部より順次議案内容の説明を求めます。 

 まず、承認第１５号及び議案第６０号から議案第６３号までの５件を総務企画部長。 

○総務企画部長（川端 義孝君） おはようございます。よろしくお願いします。 

 承認第１５号、専決処分の報告並びにその承認を求めることについて、専決第１９号、平成
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２７年度上天草市一般会計補正予算（第７号）について御説明いたします。 

 平成２７年度上天草市一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別冊補正予算書のとおり１０月７日付で専決処分しましたので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、その承認を求めるものでございます。 

 今回の専決は、平成２７年８月の台風による災害対応に要する経費を追加したものでございま

す。 

 予算書１ページをごらんください。 

 補正予算といたしまして、歳入歳出それぞれ8,124万7,000円を追加し、予算総額を180億7,511

万1,000円とするものです。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表の地方債の補正は、過疎対策事業債及び災害復旧事業債の増額で、4,890万円を追加し、

総額21億452万4,000円の計上です。 

 歳入について主なものを御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。 

 ６５（款）国庫支出金、１０（項）国庫負担金3,192万7,000円の増額は、公共土木施設災害復

旧費負担金及び文教施設災害復旧費負担金の計上です。 

 ９ページをごらんください。 

 ９９（款）市債、１０（項）市債4,890万円の増額は、災害復旧事業債及び過疎対策事業債の

計上です。 

 次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

 １０ページをお開きください。 

 １５（款）総務費、１０（項）総務管理費の76万円の増額は、里道及び水路の倒木処理及び土

砂撤去に係る経費を計上しています。 

 ３５（款）農林水産業費、１０（項）農業費1,365万7,000円の増額は、合津東多目的集会所屋

根改修工事、内野河内グラウンド防護柵改修工事、大道交流広場横断防止柵改修工事に係る経費

の計上でございます。 

 １１ページをごらんください。 

 ５５（款）教育費、３０（項）保健体育費54万円の増額は、アロマのサッカーゴールポスト購

入費用などの計上です。 

 ６０（款）災害復旧費、１０（項）農林水産施設災害復旧費は1,497万3,000円の増額です。 

 内訳につきましては、２０（目）林業施設等災害復旧費147万3,000円の増額は、林道等の倒木

処理及び土砂撤去に係る経費を計上しています。 

 ３０（目）漁港施設等災害復旧費1,350万円の増額は、大道漁港池ノ浦地区の待合所修繕費及

び桟橋災害復旧工事、龍ヶ岳漁業者体育センター災害復旧工事に係る経費を計上しております。 

 １２ページをごらんください。 
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 ６０（款）災害復旧費、１５（項）公共土木施設災害復旧費は6,544万円の増額です。 

 内訳につきましては、１０（目）道路災害復旧費876万円の増額は、倒木処理及び土砂撤去に

係る産業廃棄物処理委託料及び機械等使用料、市道井川の下１号線の災害復旧工事に係る経費の

計上です。 

 ２０（目）港湾災害復旧費4,718万円の増額は、上天草港（永目港区）浮桟橋災害復旧工事に

係る経費の計上です。 

 ２５（目）海岸災害復旧費950万円の増額は、前島地区浮桟橋災害復旧工事に係る経費の計上

です。 

 次に、６０（款）災害復旧費、２５（項）文教施設災害復旧費446万8,000円の増額は、大矢野

中学校テニスコートフェンス災害復旧工事及びアロマメインアリーナ等の修繕費に係る経費の計

上です。 

 １３ページをごらんください。 

 ６０（款）災害復旧費、３０（項）その他公共施設等災害復旧費100万円の増額は、法定外公

共物の災害復旧工事に係る経費の計上です。 

 最後に、７５（款）予備費、１０（項）予備費を1,959万1,000円減額しております。 

 以上が、平成２７年度上天草市一般会計補正予算（第７号）の概要でございます。 

 提案理由といたしまして、台風１５号で災害が多数発生しており、住民生活に影響が出ている

ことから、災害復旧工事等を行うために予算を補正する必要が生じたが、議会を招集する時間的

余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分し、同条３項の規定により

議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 

 御承認のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第６０号、公益的法人等への上天草市職員の派遣等に関する条例の制定につ

いて御説明いたします。 

 議案書の２ページをお願いします。 

 本条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく職員派遣に関

し、必要な事項を定めることを目的として制定するものでございます。 

 この条例の制定により、市の事務または事業と密接な関連を有する公益法人等への職員派遣に

関し、職員派遣の適正化、手続の透明化を図るとともに、地域における人材の有効活用を通じた

行政と民間の適切な連携協力による市の諸施策の推進を図るものでございます。 

 具体的には、平成２８年度から２年間、熊本市にあります公益財団法人熊本県市町村振興協会

の事務局に対する職員派遣の輪番となっていることから、本条例を制定いたしまして、市職員の

派遣を目指すものでございます。 

 提案理由といたしまして、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づ

き、本市職員を公益法人等へ派遣し、当該公益法人等の業務にその役職員等として従事させるに

は、派遣等に係る必要事項を条例で定める必要があります。これが、提案の理由でございます。 
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 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第６１号、上天草市防災対策推進条例の制定について御説明いたします。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 本条例は、防災対策に関する基本的な事項を定め、災害に強い地域社会の実現を目的として制

定するものでございます。 

 この条例の制定により、市民がみずからのことはみずから守る自助、地域の住民がお互いに助

け合う共助、市が市民の生命と財産を守る公助を行うことを基本として、それぞれが相互に連携

し、及び協働して行うことで、防災対策を推進するものでございます。 

 提案理由といたしましては、社会全体において防災に関する意識が高揚していることに鑑み、

本市においても防災対策に関し、市民、事業者及び市の責務を明らかにし、防災対策を総合的に

推進するため、基本的な事項を条例で定める必要があります。これが、この議案を提出する理由

でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書の１２ページをお願いいたします。あわせて、議案説明資料の１ページを

お願いいたします。 

 議案第６２号、上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 今回の提案は、新たな特別職の非常勤の設置に伴い、非常勤職員の報酬の規定を整備するもの

でございます。 

 改正の内容といたしましては、公職選挙法の一部の改正に伴い、不在者投票の公正な実施を図

るため、本市の指定病院等においても不在者投票の外部立会人制度を設けることから、指定病院

等の不在者投票の外部立会人の報酬額を定める必要があります。 

 職務の内容は、指定病院等で行われる不在者投票に立ち合いまして、投票が公正に行われてい

るか監視するものでございます。報酬額は１回1万700円です。 

 あわせて、備考において、指定病院等の不在者投票の外部立会人の従事時間に応じた報酬額の

算出方法に関する規定を追加するものでございます。これが、提案の理由でございます。 

 御審議の上、御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第６３号、上天草市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について

御説明いたします。 

 議案書１４ページをお願いします。 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、略称

で番号法の施行に伴いまして、同法第９条第２項及び第１９条第９号の規定に基づき、本市にお

ける個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を規定するもので、全６条で構成

しております。 
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 第１条に趣旨、第２条に用語の定義、第３条に市の責務をそれぞれ規定しています。 

 第４条、個人番号の利用範囲について御説明いたします。 

 個人番号の利用範囲については、番号法第９条第２項の規定に基づき、二つの事項を規定する

ものでございます。 

 まず、一つ目は、個人番号の独自利用として、執行機関が行う事務のうち、個人番号を独自で

利用する事務について規定します。番号法に規定されていない事務であって、福祉、保健もしく

は医療、その他の社会保障、地方税または防災に関する事務等に類以する事務について、個人番

号を独自で利用する事務を規定するもので、その詳細は別表第１に掲載しております。 

 二つ目は、庁内連携として、執行機関が、番号法に規定されている事務または個人番号を独自

利用する事務を行う上で、当該執行機関の特定個人情報を利用するため、個人番号を利用するこ

とについて規定するもので、詳細は別表第２に掲載しております。 

 次に、第５条、特定個人情報の提供について説明いたします。 

 特定個人情報の提供については、執行機関が番号法に規定されている事務または番号法第９条

第２項の規定に基づき個人番号を独自で利用する事務を行う上で、他の執行機関から特定個人情

報の提供を受ける場合を番号法第１９条第９号の規定に基づき規定するもので、詳細は別表第３

に掲載しております。 

 第６条は、条例施行に関する必要事項を規則委任することを規定するものでございます。 

 なお、この条例は平成２８年１月１日からの施行としております。 

 提案理由といたしましては、番号法の施行に伴い、同法第９条第２項及び第１９条第９号の規

定に基づき、本市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し条例を制定する必要が

あります。これが、この議案を提出する理由であります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第６４号を市民生活部長。 

○市民生活部長（緒方 雅文君） おはようございます。 

 議案書の２５ページをお開きください。 

 議案第６４号、上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 今回の条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行により、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令

がそれぞれ改正されたことに伴う関係規定の整備によるものと、固定資産税及び軽自動車税の納

期の変更に係るものでございます。 

 新旧対照表で御説明いたしますので、説明資料の２ページをお開きください。 

 まず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行により、

地方税法施行規則等の一部を改正する省令等が改正されたことによる関係規定の整備については、

市税の申告書等の記載事項として、氏名または名称が定められている事項に、個人番号または法

人番号を追加するものでございます。 
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 関係条項としましては、第３６条の２、第５１条、第６３条の２、第６３条の３、第７１条、

第７４条、第７４条の２、第８９条、第９０条、第１３９条の３、第１４９条、附則第１０条の

３、附則第２２条でございます。 

 この条例は、個人番号の利用が開始される平成２８年１月１日から施行するものであります。 

 なお、今回の条例改正により、平成２８年１月１日以降の市税における申請書及び届出書等に

は、個人番号または法人番号の記載を求めることになります。 

 また、申告書については、平成２８年１月１日の属する年分、またはそれ以降に開始する事業

年度分からの記載となります。 

 次に、固定資産税及び軽自動車税の納期の変更について御説明いたします。 

 ４ページをお開きください。 

 第６７条第１項については、固定資産税の第一期納期は４月１日から同月３０日までと規定さ

れておりますが、３年に１度の評価がえの年度に限り、評価基準見直しのため、納期を４月から

５月に変更しており、年度によって異なる納期が納税者の混乱を招く要因となっていることから、

「４月１日から同月３０日まで」を評価がえ年度の納期である「５月１日から同月３１日まで」

に改めるものでございます。 

 この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

 続いて、６ページをお開きください。 

 第８３条第２項については、軽自動車税の納期は４月１１日から同月３０日までと規定されて

おりますが、県内他市の軽自動車税の納期及び県税である自動車税の納期は全て５月１日から同

月３１日までとなっており、毎年、転入者の問い合わせ等も多く、混乱の要因となっていること

から、県及び他市と同様の「５月１日から同月３１日まで」に改めるものでございます。 

 この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

 提案理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴い、地方税法施行規則の一部が改正されたことなどにより、条例を改正する

必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議いただき、御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第６５号を教育部長。 

○教育部長（舛本 伸弘君） おはようございます。 

 議案第６５号、上天草市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

 議案書２９ページをごらんください。 

 上天草市奨学金貸与条例の一部を改正する条例を次のように制定するものです。改正の内容に

つきましては、議案説明資料の１３ページをごらんください。 

 内容としましては、第２条第３号中の「人物及び学業共に優秀な者であって」を削り、新たに

同条第３号として「勉学に意欲があると認められること」などを追加、改正することで、貸与資

格を緩和し、勉学に意欲がある人の就学機会の拡大を図るものでございます。 
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 提案理由としましては、経済的就学困難者の修学を促進するために、奨学金の貸与要件の一つ

である学業成績に係る要件を廃止すること等に伴い、関係規定を整備する必要がございます。こ

れが、この議案を提案する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第６６号を病院事務部長。 

○上天草総合病院事務部長（松本 精史君） 議案書３０ページをお願いいたします。 

 議案第６６号、上天草市立上天草総合病院使用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明いたします。 

 議案説明資料１４ページの新旧対照表をあわせてごらんいただきますようお願いいたします。 

 別表第２、授業料の項、金額の欄中、「前期11万円」を「前期14万5,000円」に「後期11万

円」を「後期14万5,000円」に改め、年間授業料を22万円から29万円に変更するものでございま

す。 

 次に、同表入学金の項、金額の欄中、市外在住者でございますけれども、「15万円」を「20万

円」に「若しくは」を「又は」に、それと次でございますけれども、市内在住者「12万円」を

「17万円」に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 次に、経過措置でございます。 

 改正後の上天草市立上天草総合病院使用料等徴収条例、別表第２の規定は、施行日以降に入学

する者から適用し、施行日前から在籍している者については、従前によるものでございます。 

 最後に、提案理由でございます。 

 看護学校の運営の適正化を図るため、授業料及び入学金の額を改める必要がございます。これ

が、提案する理由でございます。 

 よろしく御審議いただきまして、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 勝毅君） ここで１０分間休憩をいたします。 

休憩  午前１１時０４分 

                                             

再開  午前１１時１３分 

○議長（田中 勝毅君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第６７号を総務企画部長。 

○総務企画部長（川端 義孝君） よろしくお願いします。 

 議案第６７号、平成２７年度上天草市一般会計補正予算（第８号）について御説明いたします。 

 皆さんのお手元に説明文を配付しておりますので、読み上げて説明させていただきたいと思い

ます。なお、50万円以下の補正につきましては、説明を省略させていただきます。 

 予算書の１ページをごらんください。 

 今回の補正予算は、歳入では主に特別交付税、保育・教育給付費国庫負担金など、歳出では私
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立保育園施設型給付費、公的病院等運営費補助金などでございまして、歳入歳出予算をそれぞれ

1億6,305万5,000円追加し、予算総額を182億3,816万6,000円とするものでございます。 

 ５ページ、６ページをお願いします。 

 第２表の債務負担行為の補正は、上天草市議会会議録作成業務委託料ほか１１件で、総額10億

4,421万7,000円の計上です。 

 続きまして、７ページをごらんください。 

 第３表の地方債の補正は、過疎対策事業債、合併特例債、災害復旧事業債の増額及び全国防災

事業債の減額で、630万円を追加し、総額21億1,082万4,000円の計上です。 

 歳入について主なものを御説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 ４１（款）地方特例交付金、１０（項）地方特例交付金を交付額確定により302万5,000円を増

額しています。 

 ４５（款）地方交付税、１０（項）地方交付税を特別交付税の見込みを見直したことに伴い、

1億200万円増額しております。 

 ６５（款）国庫支出金、１０（項）国庫負担金1,261万3,000円の増額は、自立支援医療給付負

担金、障害者自立支援法介護給付費等負担金、生活困窮者自立支援事業国庫負担金の増額と特別

障害者手当等負担金、生活保護費国庫負担金、児童手当交付金の減額による計上です。 

 次に、６５（款）国庫支出金、１５（項）国庫補助金を56万5,000円増額しております。 

 内訳といたしまして、１５（目）民生費国庫補助金149万5,000円の減額は、被保護者就労支援

事業補助金の減額による計上です。 

 ２５（目）農林水産業費国庫補助金50万円の増額は、山村活性化支援交付金に係るものでござ

います。 

 １１ページをごらんください。 

 ４０（目）教育費国庫補助金118万8,000円の増額は、学校施設環境改善交付金の増額による計

上です。 

 ７０（款）県支出金、１０（項）県負担金2,674万9,000円の増額は、自立支援医療給付負担金、

障害者自立支援法介護給付等負担金、保育・教育給付費負担金の増額と児童手当県負担金の減額

による計上です。 

 次に、７０（款）県支出金、１５（項）県補助金は、398万8,000円の減額です。 

 主な内訳としまして、１５（目）民生費県補助金265万円の減額は、重度心身障害者医療費補

助金の減額などに伴う計上です。 

 ２５（目）農林水産業費県補助金133万8,000円の減額は、農村地域防災減災事業補助金の減額

及び農地中間管理事業地域集積協力金の増額などに伴う計上です。 

 ７０（款）県支出金、２０（項）委託金59万4,000円の減額は、熊本県権限移譲事務市町村等

交付金に係る計上です。 
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 １２ページをお願します。 

 ８５（款）繰入金、１５（項）基金繰入金1,500万円の増額は、姫戸地区土地造成基金繰入金

に係る計上です。 

 ９９（款）市債、１０（項）市債は、630万円を増額しております。 

 主な内訳として、５０（目）災害復旧事業債390万円の増額は、大手原地区護岸災害復旧事業

に係るものです。 

 ５５（目）過疎対策事業債1,340万円の増額は、江樋戸港改修事業に係るものでございます。 

 ７５（目）合併特例債60万円の増額は、為替レートの変動により天草エアラインの新機体購入

経費が増額になったことによる天草エアライン機体購入費補助金の計上です。 

 ９６（目）全国防災事業債1,160万円の減額は、小学校施設非構造部材落下防止事業の入札残

などによるものでございます。 

 引き続き、給与費を除く歳出予算の主な内容について御説明いたします。 

 １５ページをごらんください。 

 １５（款）総務費、１０（項）総務管理費は、824万6,000円の増額です。 

 主な内訳としまして、戻っていただきまして、１３ページをお開きください。 

 １０（目）一般管理費1,257万1,000円の減額は、国、県等への派遣・研修職員の確定に伴う住

居借上料及び派遣職員負担金の減額によるものでございます。 

 １５（目）財政管理費1,000万円の増額は、ふるさと応援寄附金の推進に係る経費の計上です。

これは、１１月に開始した謝礼品の提供及び業務委託につきまして、予算計上額の不足が見込ま

れることから増額するものでございます。 

 ３０（目）財産管理費325万9,000円の増額は、市有地樹木伐採委託料、樋島地区下桶川土地購

入費などの計上です。 

 １４ページをお開きください。 

 ４５（目）企画費409万6,000円の増額は、遊歩道の崩土及び倒木除去に要する機械等使用料、

為替レートの変動による天草エアライン機体購入費補助金等の増額、報償費及び旅費の減額など

の計上です。 

 ７０（目）電子計算費91万4,000円の増額は、番号制度に係る個人番号カード発行時に使用す

る顔認証システム機器の購入経費の計上です。 

 １５（款）総務費、１５（項）徴税費489万9,000円の増額は、過誤納金還付金などの計上です。 

 次に、１６ページをお開きください。 

 １５（款）総務費、２５（項）選挙費74万6,000円の増額は、選挙人名簿システム改修業務委

託料の計上です。 

 １７ページをごらんください。 

 ２０（款）民生費、１０（項）社会福祉費は、2,365万4,000円の増額です。 

 主な内訳といたしまして、２０（目）障害者福祉費2,348万7,000円の増額は、更生医療給付、



- 23 - 

介護給付費等の増額と重心医療費助成金及び特別障害者手当等扶助費の減額によるものでござい

ます。 

 ２５（目）老人福祉費93万円の増額は、高齢者住宅改造助成事業補助金の計上です。 

 １８ページをごらんください。 

 ２０（款）民生費、１５（項）児童福祉費は、8,085万6,000円の増額です。 

 主な内訳といたしまして、１５（目）児童措置費9,892万5,000円の増額は、広域利用施設型給

付費、私立保育園施設型給付費などの年間見込み額の増によるものでございます。 

 ２０（目）児童手当費2,030万円の減額は、年間見込み額の減によるものでございます。 

 ２５（目）母子父子福祉費223万1,000円の増額は、ひとり親家庭等医療費助成の年間見込み額

の増によるものでございます。 

 ２０（款）民生費、２０（項）生活保護費は、4,067万円の減額です。 

 主な内訳といたしまして、１０（目）生活保護総務費111万円の減額は、生活困窮者総合相談

支援事業委託料などの年間の見込み額の減によるものでございます。 

 １５（目）扶助費3,956万円の減額は、生活保護扶助費の年間見込み額の減によるものでござ

います。 

 １９ページをごらんください。 

 ２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費は、6,303万2,000円の増額です。 

 主な内訳といたしまして、戻っていただき、１８ページをごらんください。 

 １０（目）保健衛生総務費6,293万3,000円の増額は、公的病院である済生会みすみ病院に対す

る補助金の計上と、１９ページの上段、未熟児養育医療給付事業に係る国負担金及び県負担金の

返還金などの計上です。 

 ２５（款）衛生費、２５（項）水道費5,564万円の増額は、上水道事業に対する補助金の計上

です。 

 ２０ページをごらんください。 

 ３５（款）農林水産業費、１０（項）農業費は、24万5,000円の減額となっています。 

 主な内訳といたしまして、戻っていただき、１９ページをごらんください。 

 ２０（目）農業振興費1,896万2,000円の増額は、山村地域の活性化に係る地域住民の取り組み

に対する補助金、農地中間管理機構に対して一定以上の農地を集積して貸し付けた地域に交付さ

れる協力金の計上です。 

 ３０（目）農地費1,950万円の減額は、団体営農村地域防災減災事業として国庫補助事業によ

り老朽ため池のハザードマップ作成を予定していたところ、本年度の国の補助割当が少なくなっ

たことから、事業を見送り、全額を減額するものでございます。 

 ２０ページをお開きください。 

 ３５（款）農林水産業費、１５（項）林業費408万円の増額は、本年度、イノシシ等の有害鳥

獣が増加しており、捕獲数に応じて支出する駆除委託料の年間見込額が増となるものでございま
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す。 

 ２１ページをお開きください。 

 ４０（款）商工費、１０（項）商工費は、139万1,000円の増額です。 

 主な内訳といたしまして、戻っていただき、２０ページをごらんください。 

 １５（目）商工振興費190万8,000円の増額は、中小企業の設備投資等に関する事業資金の借入

利子に対する補助が新規申請等により年間見込み額が増となるものでございます。 

 ２０（目）観光費250万円の増額は、観光施設の光熱水費、台風１５号被害に伴う小島公園修

繕費、次に２１ページをお開きいただきまして、九州自然歩道の樹木伐採業務委託料、スポーツ

合宿等誘致推進助成金などの計上によるものでございます。 

 ４５（款）土木費、２５（項）港湾費2,850万円の増額は、姫戸統括支所建設等に係る永目港

埋立関連工事及び上天草港（江樋戸港区）埋立工事を購入土により行う経費の計上でございます。 

 ２２ページをお開きください。 

 ５５（款）教育費、１０（項）教育総務費265万9,000円の増額は、番号制度を利用した就学援

助システムを導入するため、既存の教育システムに機能を追加するための委託料の計上です。 

 ５５（款）教育費、１５（項）小学校費は、1,448万7,000円の減額です。 

 主な内訳としまして、１０（目）学校管理費1,283万7,000円の減額は、小学校の排水路等の修

繕費の増額と消防設備漏水工事や小学校非構造部材落下防止工事の入札残の減額でございます。 

 １５（目）教育振興費165万円の減額は、経済的に困窮する児童等の保護者に対する就学援助

費の年間見込み額の計上でございます。 

 ５５（款）教育費、２０（項）中学校費は、40万4,000円の減額でございます。 

 主な内訳といたしまして、１０（目）学校管理費94万6,000円の増額は、中学校の校舎手すり

等の修繕費の計上です。 

 １５（目）教育振興費135万円の減額は、経済的に困窮する児童の保護者に対する就学援助費

の年間見込み額などの計上でございます。 

 ２３ページをお開きください。 

 ６０（款）災害復旧費、１０（項）農林水産施設災害復旧費450万円の増額は、台風１５号被

害に伴う漁港修繕費及び大手原地区護岸災害復旧工事の計上でございます。 

 最後に、７５（款）予備費、１０（項）予備費を6,035万5,000円減額しております。 

 以上が、補正予算の概要でございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、

議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由であります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第６８号から議案第７１号まで４件を健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑 秀満君） おはようございます。 

 それでは、議案書の３２ページをお願いいたします。 
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 議案第６８号、平成２７年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

を別冊のとおり定めるものでございます。 

 別冊予算書の２４ページをお願いいたします。 

 議案第６８号、平成２７年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

は、歳入歳出予算の補正第１条第１項にありますとおり、歳入歳出それぞれ6万4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を60億893万7,000円とするものでございます。 

 歳入歳出につきましては、２６ページからの事項別明細書により御説明いたします。 

 まず、歳入といたしましては、３０（款）県支出金6万4,000円の増額は、国民健康保険システ

ムの改修補助金申請に基づき補正するものでございます。 

 次に、歳出といたしましては、１０（款）総務費6万5,000円の増額は、国民健康保険システム

改修委託料として補正するものでございます。 

 １５（款）保険給付費につきましては、款内で実績に伴い予算額の組み替えをするものでござ

います。退職被保険者等療養給付金を537万9,000円減額し、一般被保険者高額療養費を501万

9,000円増額、葬祭費36万円を増額するものでございます。 

 ５５（款）予備費1,000円の減額は、歳入歳出の総額を調整するものでございます。 

 以上が、平成２７年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）の概要

でございます。 

 提案の理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定に

より、議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書の３３ページをお願いいたします。 

 議案第６９号、平成２７年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定め

るものでございます。 

 別冊予算書の３０ページをお願いいたします。 

 議案第６９号、平成２７年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出予算の

補正第１条第１項にありますとおり、歳入歳出予算の総額に増減はなく、歳出予算の組み替えを

行うものでございます。 

 歳入歳出につきましては、３２ページからの事項別明細書により御説明をいたします。 

 まず、歳入でございますが、増減はございません。 

 次に、歳出といたしましては、１０（款）総務費76万7,000円の増額は、一般職員の人件費不

足のため給料3万7,000円、職員手当等13万3,000円、制度改正で標準報酬制度への移行に伴い共

済費59万7,000円を補正するものでございます。 

 ２０（款）予備費76万7,000円の減額は、歳入歳出総額を調整するものでございます。 

 以上が、平成２７年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

 提案の理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定に
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より、議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書の３４ぺージをお願いいたします。 

 議案第７０号、平成２７年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定

めるものでございます。 

 別冊予算書の介護３４ページをお願いいたします。 

 議案第７０号、平成２７年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算

の補正第１条第１項にありますとおり、歳入歳出それぞれ136万2,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を36億8,968万2,000円とするものでございます。 

 また、歳入歳出予算の補正第２条にありますとおり、地方債の補正は、第２表、地方債の補正

によるものでございます。 

 今回の補正は、年度内の事業費の見込み額変更による介護給付費、事業費の見直しによる補正

が主なものでございます。 

 詳細につきましては、介護３８ページからの事項別明細書により御説明をいたします。 

 まず、歳入といたしまして、１０（款）保険料、第１号被保険者保険料33万2,000円の減額、

２０（款）国庫支出金28万7,000円の減額、２５（款）支払基金交付金50万7,000円の減額、３０

（款）県支出金38万7,000円の減額、４５（款）繰入金304万9,000円の減額は、保険給付費の見

込み額の変更による減額と地域支援事業費で非常勤職員の不採用の期間が生じた費用を減額した

ことに対し、国、県、市、それぞれの負担割合に応じた減額分を補正するものでございます。 

 ５５（款）市債320万円の増額は、公用車の購入費の財源に充てるものでございます。 

 次に、歳出といたしましては、１０（款）総務費36万3,000円の増額は、入札による公用車購

入費の差額を減額しますが、介護認定審査会の意見書作成料見込み額と非常勤職員の社会保険料

の変更により増額をするものでございます。 

 １５（款）保険給付費80万円の減額は、各サービス費において、本年４月から９月までの実績

をもとに、年度内の見込み額を見直したことにより減額するものでございます。 

 ４５（款）地域支援事業費92万5,000円の減額は、非常勤職員の不採用期間に係る経費の減額

と地域包括支援センター運営協議会の開催数１回に係る経費の増額によるものでございます。 

 以上が、平成２７年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

 提案の理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案書の３５ページをお願いいたします。 

 議案第７１号、平成２７年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別冊のと

おり定めるものでございます。 

 別冊予算書の４４ページをお願いいたします。 
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 議案第７１号、平成２７年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳

出予算の補正第１条第１項にありますとおり、歳入歳出それぞれに190万8,000円を増額し、予算

総額を3億7,992万5,000円とするものでございます。 

 歳入予算につきましては、４６ページからの事項別明細書により御説明をいたします。 

 まず、歳入といたしましては、２５（款）繰入金9万8,000円の増額は、後期高齢者医療システ

ム改修のため、補正をするものでございます。 

 ３５（款）諸収入としまして181万円の増額は、後期高齢者医療広域連合から保険料還付金と

して還付されるため、補正するものでございます。 

 次に、歳出といたしましては、１０（款）総務費9万8,000円の増額は、後期高齢者医療システ

ム改修委託料として補正するものでございます。 

 ２５（款）諸支出金181万円の増額は、平成２６年度分後期高齢者医療保険料還付金として補

正するものでございます。 

 以上が、平成２７年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の概要でございま

す。 

 提案の理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定に

より、議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由であります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。終わります。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第７２号を水道局長。 

○水道局長（藤島 幸治君） 議案書の３６ページをごらんください。 

 議案第７２号、平成２７年度上天草市水道事業会計補正予算（第２号）について説明いたしま

す。 

 別冊の補正予算書１ページをお開きください。 

 第１条、平成２７年度上天草市水道事業会計の補正予算（第２号）は次に定めるところによる

ものでございます。 

 第２条、平成２７年度上天草市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の既決予

算額にそれぞれ5,564万円を増額し、予算額を9億7,023万9,000円とするものでございます。 

 詳細について、３ページからの実施計画書で説明いたします。 

 収入につきましては、２（項）営業外収益、２（目）他会計補助金で、一般会計補助5,564万

円の増額は、補助金の決定によるものです。 

 支出につきましては、８ページをお願いします。 

 １（款）水道事業費用、２（項）営業外費用、３（目）消費税及び地方消費税について、前年

度実績金額と同額とするため、53万1,000円を増額しています。 

 ４（項）予備費では、予算調整のため、5,510万9,000円を増額しています。 

 補正予算書１ページに戻りまして、第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正するものでございます。 
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 資本的収入予定額は、補正なしで7,200万円でございます。 

 資本的支出予定額は、第１項、建設改良費を200万円増額し、4億2,948万8,000円とするもので

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億5,548万8,000円を3億5,748万8,000円に改め、

過年度損益勘定留保資金3億4,913万7,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

835万1,000円で補塡するものに改めます。 

 １０ページの資本的支出について説明いたします。 

 １（款）資本的支出、１（項）建設改良費、２（目）営業設備費のうち、公用車購入費を200

万円増額するものです。 

 議案書に戻りまして、提案理由でございます。予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項

第２号及び地方公営企業法施行令第１８条第３項の規定により、議会の議決を経る必要がござい

ます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第７３号から議案第７６号まで４件を建設部長。 

○建設部長（澤村 弘史君） おはようございます。 

 議案第７３号から議案第７６号までを続けて説明させていただきます。 

 まず、議案第７３号、あらたに生じた土地の確認について、阿村港区を説明させていただきま

す。 

 議案書３７ページ、議案資料の１５ページ、１６ページをお開きください。 

 上天草港（阿村港区）内に公有水面の埋め立てにより、新たに次に掲げる土地が生じたため、

確認するものでございます。 

 区域は、上天草市松島町阿村字阿村新田５７９１及び字大瀬４１２の１６地先の公有水面２万

７,６３７.５５平方メートルでございます。 

 内容としましては、上天草港（阿村港区）の改修事業の完了に伴うものでございます。 

 提案理由としましては、上天草市の区域内にあらたに生じた土地を確認するには、地方自治法

第９条の５第１項の規定により、議会の議決を経る必要がありますので、この議案を提案するも

のでございます。 

 次に、議案書の３８ページをお開きください。 

 議案第７４号、字の区域の変更について、阿村港区を説明させていただきます。 

 公有水面の埋め立てにより、新たに次に掲げる土地が生じたため、上天草市の字の区域を次の

とおり変更するものでございます。 

 あらたに生じた土地は、上天草市松島町阿村字阿村新田５７９１及び字大瀬４１２の１６地先

の公有水面２万７,６３７.５５平方メートルでございます。 

 編入する字は、上天草市松島町阿村字阿村新田となります。 

 提案理由としましては、上天草市の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第２６０条
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第１項の規定により、議会の議決を経る必要がありますので、この議案を提案するものでござい

ます。 

 次に、議案第７５号、あらたに生じた土地の確認について、二間戸港区を説明いたします。 

 議案書３９ページ、議案資料の１７ページ、１８ページをお開きください。 

 上天草港（二間戸港区）内に公有水面の埋め立てにより、新たに次に掲げる土地が生じたため、

確認するものでございます。 

 区域は上天草市姫戸町二間戸字神代５８６３の１１、５８６３の１２、５８６３の１９、

５８６７の３、５８７１の３、５８７２の２、５８７２の３、字赤石崎５９１３の２及びこれら

の区域に介在する道路、水路に隣接する道路に隣接する無番地、地先並びに字赤石崎５９１３の

６地先の公有水面１５１.９３平方メートルでございます。 

 内容としましては、国道２６６号改良事業の完了に伴うものでございます。 

 提案理由としましては、上天草市の区域内にあらたに生じた土地を確認するには、地方自治法

第９条の５第１項の規定により、議会の議決を経る必要がありますので、この議案を提案するも

のでございます。 

 次に、議案書の４０ページをお開きください。 

 議案第７６号、字の区域の変更について、二間戸港区を説明させていただきます。 

 公有水面の埋め立てにより、新たに次に掲げる土地が生じたため、上天草市の字の区域を次の

とおり変更するものでございます。 

 あらたに生じた土地は、上天草市姫戸町二間戸字神代５８６３の１１、５８６３の１２、

５８６３の１９、５８６７の３、５８７１の３、５８７２の２、５８７２の３、字赤石崎５９１３

の２及びこれらの区域に介在する道路、水路に隣接する道路に隣接する無番地、地先並びに字赤

石崎５９１３の６地先の公有水面１５１.９３平方メートルでございます。 

 編入する字は、上天草市姫戸町二間戸字赤石崎となります。 

 提案理由としましては、上天草市の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第２６０条

第１項の規定により、議会の議決を経る必要がありますので、この議案を提案するものでござい

ます。 

 御審議のほど、よろしくお願します。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第７７号から議案第８１号まで５件を経済振興部長。 

○経済振興部長（村川 和敬君） よろしくお願いいたします。 

 上天草物産館さんぱーる、ほか８施設の指定管理者の指定につきまして、５議案を提案させて

いただいております。 

 まず、議案書４１ページをお願いいたします。 

 議案第７７号、上天草物産館さんぱーるの指定管理者の指定について御説明いたします。 

 上天草物産館さんぱーるの指定管理者につきましては、平成２８年３月３１日をもちまして指

定期間が満了いたします。このことから、次年度以降の指定管理候補者を選定し、指定管理候補
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者選定委員会の意見を踏まえ、市において審議した結果、次の者を指定管理者として指定するも

のでございます。 

 所在地、上天草市大矢野町中１１５８２番地２４。名称、上天草さんぱーる株式会社。代表者、

江口幸男。指定期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でございま

す。 

 提案理由は、上天草物産館さんぱーるの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があります。これが、議案を提出する理由で

ございます。 

 次に、議案書４２ページをお願いいたします。 

 議案第７８号、上地区荷さばき所及び中地区荷さばき所の指定管理者の指定について御説明い

たします。 

 上地区荷さばき所及び中地区荷さばき所の指定管理者につきましては、平成２８年３月３１日

をもちまして指定期間が満了いたします。このことから、次年度以降の指定管理候補者を選定し、

指定管理候補者選定委員会の意見を踏まえ、市において審議した結果、次の者を指定管理者とし

て指定するものでございます。 

 所在地、天草市港町１０番１９号。名称、天草漁業協同組合。代表者、浜悦男。指定の期間は、

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でございます。 

 提案理由は、上地区荷さばき所及び中地区荷さばき所の指定管理者を指定するに当たり、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があります。これが、議案を

提出する理由でございます。 

 次に、議案書４３ページをお願いいたします。 

 議案第７９号、上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」の指定管理者について御説明いたし

ます。 

 上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」の指定管理者につきましては、平成２８年３月３１

日をもちまして指定期間が満了いたします。このことから、新たに指定管理候補者の公募を行い、

指定管理候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市において審議した結果、次の者を指定管理者

として指定するものでございます。 

 所在地、上天草市大矢野町中４４３４番地２。名称、あまくさレジャーパーク合同会社。代表

者、三輪義幸。指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でご

ざいます。 

 提案理由は、上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」の指定管理者を指定するに当たり、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があります。これが、議案

を提出する理由でございます。 

 次に、議案書４４ページをお願いいたします。 

 議案第８０号、上天草市龍ケ岳山頂自然公園及び上天草市「ミューイ」天文台の指定管理者に
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ついて御説明いたします。 

 上天草市龍ケ岳山頂自然公園及び上天草市「ミューイ」天文台の指定管理者につきましては、

平成２８年３月３１日をもちまして指定期間が満了いたします。このことから、新たに指定管理

候補者の公募を行い、指定管理候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市において審議した結果、

次の者を指定管理者として指定するものでございます。 

 所在地、上天草市龍ヶ岳町大道４４２３番地。名称、ＮＰＯ法人天草元気工房。代表者、松本

公博。指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でございます。 

 提案理由は、上天草市龍ケ岳山頂自然公園及び上天草市「ミューイ」天文台の指定管理者を指

定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があり

ます。これが、議案を提出する理由でございます。 

 次に、議案書４５ページをお願いいたします。 

 議案第８１号、上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園

の指定管理者について御説明いたします。 

 上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園の指定管理者に

つきましては、平成２８年３月３１日をもちまして指定期間が満了いたします。このことから、

新たに指定管理候補者の公募を行い、指定管理候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市におい

て審議した結果、次の者を指定管理者として指定するものでございます。 

 所在地、上天草市松島町合津３１８８番地１。名称、三勢・ひとづくりくまもとネット・祐和

會共同企業体。代表者、福原英喜。指定の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１

日までの５年間でございます。 

 提案理由は、上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園の

指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要があります。これが、議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 勝毅君） 次に、議案第８２号及び議案第８３号を教育部長。 

○教育部長（舛本 伸弘君） よろしくお願いいたします。 

 議案第８２号、指定管理者の指定について説明いたします。 

 議案書４６ページをごらんください。 

 指定する施設の名称は、上天草市大矢野総合スポーツ公園です。本施設の指定管理期間が、平

成２８年３月３１日をもって満了することに伴い、新たに指定管理候補者の公募を行い、審議の

結果、住所、上天草市大矢野町中２２８９番地、名称及び代表者、ＮＰＯ法人上天草スポーツク

ラブドリームズ、理事長、山口浩之が選定されました。指定の期間は、平成２８年４月１日から

平成３３年３月３１日までの５年間となっております。 

 提案の理由としましては、指定管理者を選定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がございます。これが、この議案を提案する理由でござい
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ます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書４７ページをごらんください。 

 議案第８３号、指定管理者の指定について説明いたします。 

 指定する施設の名称は、上天草市松島総合運動公園です。本施設の指定管理期間が、平成２８

年３月３１日をもって満了することに伴い、新たに指定管理候補者の公募を行い、審議の結果、

指定管理候補者としまして、所在地、熊本市中央区帯山３丁目８番４４号、名称及び代表者、共

同企業体祐和會、代表、福原英喜が選定されました。指定の期間は、平成２８年４月１日から平

成３３年３月３１日までの５年間となっております。 

 提案の理由としましては、指定管理者を選定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がございます。これが、この議案を提案する理由でござい

ます。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（田中 勝毅君） 以上で、執行部からの議案内容の説明が終わりました。 

 これをもって、本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日、１２月１日から３日までは議案研究のため休会し、次の本会議は４日の午前１０時から

質疑、委員会付託となっております。 

 なお、質疑をされる方は１２月２日水曜日の午後３時までに通告書の提出をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

散会  午前１１時５８分 


